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（例規 33） 

恩給請求事務処理要領に関する通達 

標記の件、国家公務員共済組合法（昭和 33 年法律第 129 号）により、恩給法

（大正 12 年法律第 48 号）によるほか、普通恩給（増加恩給に併給される普

通恩給を含む。以下同じ。）を受ける権利が消滅し、又は普通恩給が停止さ

れる場合があるが、従来は普通恩給の裁定を受けた更新組合員又は新たに長

期組合員となった者は、普通恩給失権届等を提出することとなっていたが、  

これが事務簡素化を図るためじ後普通恩給請求書類の事務処理に当たっては、

別紙第１又は別紙第２の様式の申立書を添付されたい。 

なお、別紙第１は、防衛省職員を退職後、国家公務員又は地方公務員（以

下「公務員」という。）に再就職していない場合であり、別紙第２は防衛省

職員を退職後、更に公務員に再就職（再就職後、再退職を含む。以下同じ。）

している場合である。この場合は、申立書のほかに再就職事項を記載した証

明書（任免権者の証明したもの）を添付されたい。 

添付書類：別紙第１及び第２ 

配布区分：「Ｇ」 

各部隊長・各機関の長 各１部 

厚生課長 ５部 
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